
 

伊 丹 市 地 域 学 校 協 働 ボ ラ ン テ ィ ア 人 材 バ ン ク 設 置 運 営 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  伊 丹 市 地 域 学 校 協 働 活 動 推 進 事 業 に 伴 う 学 校 支 援 ボ ラ ン テ

ィ ア 及 び 土 曜 学 習 に 伴 う 土 曜 教 育 推 進 員 （ 以 下 「 地 域 学 校 協 働 ボ

ラ ン テ ィ ア 」 と い う 。 ） の 人 材 バ ン ク （ 以 下 「 人 材 バ ン ク 」 と い

う 。 ） の 設 置 及 び 運 営 に 関 す る 必 要 な 事 項 を 定 め ， 教 育 活 動 の 支

援 体 制 の 推 進 を 図 る 。  

（ 管 理 主 体 ）  

第 ２ 条  人 材 バ ン ク の 管 理 主 体 は ， 伊 丹 市 教 育 委 員 会 と す る 。  

（ 登 録 の 範 囲 ）  

第 ３ 条  人 材 バ ン ク に 登 録 で き る 範 囲 は ， 伊 丹 市 立 小 学 校 ， 中 学 校  

及 び 特 別 支 援 学 校 （ 以 下 「 学 校 」 と い う 。 ） に お い て 学 校 支 援 ボ

ラ ン テ ィ ア 及 び 土 曜 学 習 （ 以 下 「 本 事 業 」 と い う 。 ） を 推 進 す る

た め の 活 動 の 範 囲 と す る 。 た だ し ， 登 録 を 募 集 す る 分 野 に つ い て

は ， 教 育 委 員 会 が そ の 都 度 定 め る 。  

（ 登 録 の 条 件 ）  

第 ４ 条  人 材 バ ン ク に 登 録 で き る 者 は ， 次 に 掲 げ る 要 件 を す べ て 満  

た す 個 人 ま た は 団 体 と す る 。 な お ， １ ８ 歳 以 下 （ 大 学 生 を 除 く ）

の 登 録 に あ た っ て は ， 保 護 者 の 同 意 を 必 要 と す る 。  

 ⑴  本 事 業 及 び 登 録 制 度 の 目 的 を 理 解 し 賛 同 す る 者  

 ⑵  本 事 業 に お け る 活 動 に 自 ら の 能 力 を 積 極 的 に 提 供 し よ う と す

る 者  

 ⑶  政 治 ・ 宗 教 ・ 営 利 活 動 を 目 的 と し な い 者   

（ 登 録 の 方 法 ）  

第 ５ 条  人 材 バ ン ク の 登 録 は ， 原 則 と し て 一 般 公 募 と す る 。   

（ 登 録 の 期 間 ）   

第 ６ 条  教 育 委 員 会 は ， 年 度 毎 に 期 間 を 定 め て 登 録 を 行 う 。  

（ 登 録 の 手 続 き ）   



第 ７ 条  人 材 バ ン ク に 登 録 し よ う と す る 者 は ， 次 の 人 材 バ ン ク 登 録  

申 込 書 等 に 必 要 事 項 を 記 入 し ， 教 育 委 員 会 に 提 出 す る も の と す る 。   

 ⑴  個 人 で 登 録 の 場 合 は ， 人 材 バ ン ク 登 録 （ 申 込 ・ 変 更 届 ・ 取 消  

届 ） 書 （ 以 下 「 登 録 書 等 」 と い う 。 様 式 １ 号 － １ ， 様 式 ２ 号

－ ３ ,様 式 ２ － ３ － ２ ） を 提 出 す る 。  

⑵  団 体 で 登 録 の 場 合 は ， 登 録 書 等 に あ わ せ て ， 人 材 バ ン ク 登 録  

書 （ 様 式 １ 号 － ２ ， 様 式 ２ 号 － １ ， 様 式 ２ 号 － ２ ， 様 式 ２ 号

２ － ２ － ２ ） を あ わ せ て 提 出 す る 。    

（ 登 録 内 容 の 確 認 ）    

第 ８ 条  教 育 委 員 会 は ， 登 録 申 込 書 の 提 出 が あ っ た と き は ， 必 要 に  

応 じ て 聞 き 取 り 調 査 等 の 方 法 に よ り ， 申 込 書 記 載 事 項 の 確 認 を 行  

い ， 地 域 学 校 協 働 ボ ラ ン テ ィ ア と し て の 適 格 性 を 審 査 す る 。   

（ 登 録 ， 登 録 者 の リ ス ト の 作 成 ）   

第 ９ 条  教 育 委 員 会 は ， 人 材 バ ン ク へ の 登 録 を 決 定 し た 場 合 は ， 活  

動 の 分 野 ， 活 動 可 能 個 所 名 な ど を 記 載 し た 人 材 バ ン ク リ ス ト を 作  

成 し ， 人 材 バ ン ク 登 録 者 （ 以 下 「 登 録 者 」 と い う 。 ） と し て 管 理  

す る 。   

（ 登 録 の 取 消 ）   

第 １ ０ 条  教 育 委 員 会 は ， 登 録 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る  

場 合 は 人 材 バ ン ク の 登 録 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

 ⑴  登 録 者 か ら 登 録 書 等 に よ っ て 登 録 取 消 の 届 け 出 が あ っ た と き 。  

 ⑵  登 録 者 が 事 業 を 利 用 し て 政 治 ， 宗 教 又 は 営 利 目 的 の 活 動 を 行

っ た と き 。  

⑶   登 録 者 の 申 請 内 容 に 偽 り が あ っ た と き 。  

 ⑷   そ の 他 登 録 者 と し て 不 適 切 と 認 め た と き 。   

（ 登 録 内 容 の 変 更 ）   

第 １ １ 条  登 録 者 は ， 登 録 申 込 書 の 記 載 事 項 に 変 更 が あ っ た 場 合 は ，  

 速 や か に 教 育 委 員 会 に 登 録 書 等 に よ っ て ， そ の 変 更 内 容 を 届 け 出

な け れ ば な ら な い 。      

（ 登 録 者 の 活 動 ）   



第 １ ２ 条  登 録 者 は ， 次 に 掲 げ る 活 動 を 行 う も の と す る 。  

⑴  教 育 活 動 支 援  

⑵  教 育 環 境 整 備 支 援  

⑶  学 校 行 事 に 係 る 支 援  

⑷  そ の 他 ， 学 校 の 支 援 要 請 に 応 じ 教 育 委 員 会 が 必 要 と 認 め る 活  

 動  

（ 地 域 学 校 協 働 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 保 険 の 加 入 ）   

第 １ ３ 条  教 育 委 員 会 は ， 登 録 者 に つ い て 地 域 学 校 協 働 ボ ラ ン テ ィ

ア 活 動 に か か る 保 険 に 加 入 さ せ な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お

い て ， 地 域 学 校 協 働 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 に か か る 保 険 に 係 る 費 用 は ，

予 算 の 範 囲 内 に お い て 教 育 委 員 会 が 負 担 す る 。  

２  教 育 委 員 会 は ， 登 録 者 が 団 体 で あ る と き は ， 地 域 学 校 協 働 ボ ラ

ン テ ィ ア 活 動 に か か る 保 険 の 加 入 に あ た り ， 必 要 に 応 じ て 加 入 で

き る 人 数 に 制 限 を 設 け る こ と が で き る 。  

３  地 域 学 校 協 働 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 中 の 事 故 に よ っ て 被 っ た 損 害 に

係 る 補 償 に つ い て は ， 原 則 と し て 地 域 学 校 協 働 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動

保 険 の 範 囲 内 と す る 。  

（ 費 用 負 担 ）   

第 １ ４ 条  登 録 者 の 活 動 に あ た っ て は ， 原 則 無 償 と す る 。  

２  有 償 と す る 場 合 は ， 必 要 な 事 項 を 教 育 委 員 会 が 別 に 定 め る 。  

（ 個 人 情 報 の 保 護 ）   

第 １ ５ 条  教 育 委 員 会 は ， 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ５  

年 法 律 第 ５ ７ 号 ） 及 び 伊 丹 市 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条

例 （ 令 和 ４ 年 伊 丹 市 条 例 第 ２ ９ 号 ） に 基 づ き ， 登 録 者 の 個 人 情 報

の 保 護 に つ い て 十 分 に 配 慮 す る も の と し ， 個 人 の 権 利 ・ 利 益 を 侵

害 す る こ と の な い よ う 個 人 情 報 を 適 正 に 取 り 扱 わ な け れ ば な ら な

い 。  

２  教 育 委 員 会 は ， 登 録 者 及 び 地 域 学 校 協 働 ボ ラ ン テ ィ ア 派 遣 団 体

（ 以 下 「 派 遣 団 体 」 と い う 。 ） に 対 し て 第 １ ２ 条 に 掲 げ る 活 動 の

実 施 に あ た っ て ， 知 り 得 た 個 人 情 報 の 保 護 に 対 す る 十 分 な 配 慮 と



個 人 の 権 利 ・ 利 益 を 侵 害 す る こ と の な い よ う 個 人 情 報 の 適 正 な 取

扱 い に つ い て 指 導 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 秘 密 の 保 持 ）   

第 １ ６ 条  登 録 者 お よ び 派 遣 団 体 は ， 教 育 活 動 の 実 施 に 当 た っ て 知

り 得 た 個 人 情 報 を 他 に 漏 ら し て は な ら な い 。 登 録 者 で な く な っ た

場 合 及 び 派 遣 事 業 終 了 後 に お い て も 同 様 と す る 。  

（ 研 修 ）   

第 １ ７ 条  登 録 者 は ， 必 要 に 応 じ て 教 育 委 員 会 が 開 催 す る 研 修 会 等  

に 参 加 し ， 資 質 の 向 上 に 努 め る も の と す る 。  

（ 庶 務 ）   

第 １ ８ 条  人 材 バ ン ク の 運 営 に 関 す る 庶 務 は ， 伊 丹 市 教 育 委 員 会 事  

務 局 生 涯 学 習 部 社 会 教 育 推 進 課 に お い て 処 理 す る 。  

２  地 域 学 校 協 働 ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 派 遣 事 業 そ の 他 派 遣 団 体 の 円 滑

な 活 動 に あ た っ て は ， 統 括 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 又 は 校 区 コ ー デ ィ ネ

ー タ ー が ， そ の 調 整 を 行 う 。  

（ 細 則 ）  

第 ８ 条  こ の 要 項 に 定 め る も の ほ か ， 人 材 バ ン ク の 運 営 に つ い て 必  

要 な 事 項 は ， 教 育 委 員 会 に お い て 別 に 定 め る ｡  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ６ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


